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別紙

過労運転行為に係る自動車の使用制限命令の処分量定

使用制限の処分期間の具体的量定は、違反行為関係累計点数、前歴の回数及び車種に

応じ、次表に定める期間を超えない範囲内で行うものとする。

表

前 違反行為
歴 関係累計点数
の ６点 12点以上
回
数 車種別

大型車等 30日 45日
な

普通車 20日 30日
し

二輪車等 10日 15日

大型車等 45日 60日
１

普通車 30日 40日
回

二輪車等 15日 20日

大型車等 60日 75日
２

普通車 40日 50日
回

二輪車等 20日 25日

３ 大型車等 75日 90日
回
以 普通車 50日 60日
上

二輪車等 25日 30日

（注）１ 「大型車等」とは、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動

車又は重被けん引車をいう。

２ 「普通車」とは、普通自動車をいう。

３ 「二輪車等」とは、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車を

いう。


